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予算特別委員会会議録 

 

○開 会   令和元年 ６月２０日 午前１０：００ 

○散 会              午前１０：１３ 

○出席委員（１８名） 

  １番 鈴 木 壮 二   ２番 戸 田 俊 樹   ３番 菅 原 理恵子 

  ４番 瓜 生   望   ５番 鈴 木 斌次郎   ６番 佐 藤 敏 雄 

  ７番 鐙   仁 志   ８番 中 川 光 博   ９番 澤 井 昭二郎 

 １０番 佐 藤 義 久  １１番 伊 藤 正 吉  １２番 藤 原 典 男 

 １３番 堀 井 克 見  １４番 菅 原 秀 雄  １５番 小 林   悟 

 １６番 大 谷 貞 廣  １７番 児 玉 春 雄  １８番 西 村   武 

 

○欠席委員  

  な し 

 

○説明のための出席者 

 市 長  藤 原 一 成   副 市 長  栗 山 隆 昌 

 教 育 長  工 藤 素 子   総 務 部 長  菅 原 靖 仁 

 市民生活部長  菅 原   剛   福祉保健部長兼福祉事務所長  仲 山 和 法 

 産業建設部長  櫻 庭 春 樹   上下水道局長  渋 谷 一 春 

 教 育 部 長  鐙   孝 子   農業委員会事務局長  児 玉 正 生 

 総 務 課 長  米 谷 裕 二   企画政策課長  千 葉 秀 樹 

 財 政 課 長  伊 藤   貢   学校教育課長  山 田 敬 輔 

 市 民 課 長  菅 生 恵 子   税 務 課 長  鈴 木   学 

 社会福祉課長  筒 井 弥 生   長寿社会課長  伊 藤 国 栄 

 健康推進課長  櫻 庭 輝 雄   産 業 課 長  佐々木   渉 

 都市建設課長  菅 生   司   上下水道課長  畠 山   修 

 会計管理者兼会計課長  石 川   学   幼児教育課長  櫻 庭   仁 

 文化スポーツ課長  鈴 木 健 二   天王公民館長  澁 谷   豊 

 選挙管理委員会・監査委員事務局長  宮 﨑 久 春 
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○議会事務局職員出席者 

 議会事務局長  門 間 正 博   議会事務局次長  児 玉 亮 悦 
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予算特別委員会会議録 

令和元年 ６月２０日（１日目）午前１０時００分開会 

１．議案審査（補足説明・大綱質疑） 

   議案第４０号 令和元年度潟上市一般会計補正予算（第２号）（案）について 

   議案第４１号 令和元年度潟上市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

          （案）について 

   議案第４２号 令和元年度潟上市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）（案） 

          について 

   議案第４３号 令和元年度潟上市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）（案） 

          について 

   議案第４４号 令和元年度潟上市水道事業会計補正予算（第１号）（案）について 

２．散会 
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          午前１０時００分 開会 

○委員長（鈴木斌次郎） おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名であります。 

  定足数に達しておりますので、これから予算特別委員会を開会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

  議案審査を行います。 

  大綱質疑については原則として款項までとし、所属する分科会の所管事項については

質疑できませんので、宜しくお願いします。 

  また、委員の質疑時間は、１人15分以内で３回までとします。 

  なお、補足説明がある場合は、当局から申し出ることとし、委員長からは求めないも

のとします。 

【議案第４０号 令和元年度潟上市一般会計補正予算（第２号）（案）について】 

○委員長（鈴木斌次郎） はじめに、議案第40号、令和元年度潟上市一般会計補正予算（第

２号）（案）についてを議題とします。 

  議案第40号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。12番藤原委員。 

○１２番（藤原典男） プレミアム付商品券事業について伺いたいと思います。 

  10月からの消費税10％を予定したこの事業ですけれども、この事業が今後、生活のど

のぐらい糧になるかちょっと私は疑問だと思いますけれども、具体的にちょっとお聞き

しますが、この該当する世帯に交換する証明書とか何かがいくわけでしょう。その交換

時期というのは、商品券と交換する時期はいつまでなのかという期限、それが一つ。そ

れから、商品券を買った場合に、いつまで商品券を利用できるのかと、利用できる期限

が一つ、それから、これは全国的な、もし10％なれば全国的な取り組みということでな

ってますけれども、この商品券を購入した際に利用できる範囲は全国どこでも共通です

から利用できるのか、それとも地域が限定されるのか、秋田県内だけになるのか、そこ

ら辺お聞きしたいと思います。 

  それから、プレミアム付商品券についての罰則とか規則などがあるのかどうかのこと

について伺いたいと思います。例えば4,000円で買ったものを、お金ほしくて4,500円で

他人に譲渡したなどの違反的なことをした場合の罰則、規則等について伺いたいと思い

ます。 
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  以上です。 

○委員長（鈴木斌次郎） 仲山福祉保健部長。 

○福祉保健部長兼福祉事務所長（仲山和法） おはようございます。 

  ただいまのご質問にお答え致します。 

  プレミアム商品券のことなんですけど、まず１点目、商品券の交換時期でございます

けれども、これは今年10月１日から令和２年２月28日までが交換時期となります。 

  それから、利用の時期でございますけれども、利用の期間につきましては、同じく10

月１日から令和２年３月31日までが使用期間になってございます。 

  それと３点目の利用の範囲ですけれども、全国共通ではありますけれども、あくまで

も各自治体で登録した商店のみということになりますので、潟上市内に限定されるとい

うことになります。 

  ４点目の罰則でございますけれども、この罰則につきましては、プレミアム付商品券

の取扱要領というものが国から出されておりまして、それに準拠した形で潟上市でも要

領をつくってございまして、それによりますと、商品券の第三者への転売、譲渡、換金

については、行わないでいただきたいという旨を周知するまでととどめております。罰

則はございません。 

  以上でございます。 

○委員長（鈴木斌次郎） 12番藤原委員。 

○１２番（藤原典男） 交換時期とか、それからいつまで利用できるかなどわかりました

けれども、利用できるのは、じゃあ本市の登録した商店だけということの説明ですけれ

ども、これはじゃあ、交換した際に利用できる商店名とかそういうのは添付してわかり

やすくなるのかどうなのか、そこら辺はどうなんですか。 

○委員長（鈴木斌次郎） 仲山福祉保健部長。 

○福祉保健部長兼福祉事務所長（仲山和法） ただいまのご質問にお答え致します。 

  ６月の広報で市の商店の募集を今現在行っている途中でございますけれども、その募

集が終わりましたら一覧表に致しまして、申請書とあわせて対象の方々にはお送りする

ということになりますので、宜しくお願いします。 

○委員長（鈴木斌次郎） ほかに質疑ありませんか。２番戸田委員。 

○２番（戸田俊樹） ６月の補正が５億3,700万くらいの総額で補正予算を計上しておりま

すけども、喫緊やらなきゃいけないことについて今回どうしても予算計上ができなかっ
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たものはないかどうか、その辺についてお伺いしたいということと、こども園のプロポ

ーザル方式に変更したということが教育長の報告にあったので、それらの関連の予算は

どうなるのか、その辺のことについてお伺いします。 

○委員長（鈴木斌次郎） 栗山副市長。 

○副市長（栗山隆昌） まず１点目の今回の補正につきましては、喫緊に必要であるとい

うようなものを網羅して予算計上したということでご理解いただきたいと思います。そ

の予定してて、漏れというようなことではなくて、現段階で必要としている予算につい

てお願いしているということでご理解をお願い致します。 

  プロポーザルにつきましては、今現在ある予算の範囲内で実施しているところでござ

いますので、あえて補正予算の中で対応ということはしておりません。 

○委員長（鈴木斌次郎） ２番戸田委員。 

○２番（戸田俊樹） 前段については、ほとんど網羅して計上したということで理解して

おきましょう。 

  ただし、この前のプロポーザルの設計が、先に通した予算の範囲内でやるということ

は、どう考えても後から出してるような気がします。そういう意味では、なぜもっと詳

細に検討をし、我々議会、議員に対しても、市民に対しても事前の説明がなかったのか。

この辺については予算と関係ないということでなくて、その範囲内の予算で7,000万の計

上された先の補正予算で通った中でやるということですけども、どうも少しつじつまが

合わないような気がするので、予算委員会で聞いておると、こういうことでございます。 

○委員長（鈴木斌次郎） 今の質問については、今回の予算委員会の予算の部分で関係な

いということで、当局からの答弁は出ません。ということですので、２番戸田委員、宜

しいですか。 

○２番（戸田俊樹） はい。 

○委員長（鈴木斌次郎） ほかに質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○委員長（鈴木斌次郎） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  本案は、それぞれ所管の分科会で詳細審査をお願いします。 

【議案第４１号 令和元年度潟上市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）（案）に

ついて】 

○委員長（鈴木斌次郎） 次に、議案第41号、令和元年度潟上市国民健康保険事業特別会
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計補正予算（第１号）（案）についてを議題とします。 

  議案第41号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○委員長（鈴木斌次郎） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  本案は、社会厚生分科会で詳細審査をお願いします。 

【議案第４２号 令和元度潟上市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）（案）につい

て】 

○委員長（鈴木斌次郎） 次に、議案第42号、令和元年度潟上市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）（案）についてを議題とします。 

  議案第42号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○委員長（鈴木斌次郎） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  本案は、社会厚生分科会で詳細審査をお願いします。 

【議案第４３号 令和元年度潟上市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）（案）につい

て】 

○委員長（鈴木斌次郎） 次に、議案第43号、令和元年度潟上市介護保険事業特別会計補

正予算（第１号）（案）についてを議題とします。 

  議案第43号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○委員長（鈴木斌次郎） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  本案は、社会厚生分科会で詳細審査をお願いします。 

【議案第４４号 令和元年度潟上市水道事業会計補正予算（第１号）（案）について】 

○委員長（鈴木斌次郎） 次に、議案第44号、令和元年度潟上市水道事業会計補正予算（第

１号）（案）についてを議題とします。 

  議案第44号について、これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○委員長（鈴木斌次郎） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  本案は、産業建設分科会で詳細審査をお願いします。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日は、これで散会します。 
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  この後、各常任委員会及び予算特別委員会分科会が開催されますが、開始時刻につい

ては各委員会において決定くださるようお願いします。 

  また、６月28日金曜日、午前10時から本特別委員会を再開しますので、ご参集願いま

す。 

  どうもご苦労様でした。 
 
 

          午前１０時１３分 散会 
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